
令和３年３月２４日公示 

我孫子市告示第６７号 

 

 

我孫子市医療機関感染症対策支援金交付要綱の一部を改正する告示  

 

我孫子市医療機関感染症対策支援金交付要綱（令和２年告示第１８４号）の

一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（交付の申請）  （交付の申請）  

第４条  交付対象医療機関は、支援金

の交付を受けようとするときは、令

和３年３月 30日までに我孫子市医療

機関感染症対策支援金交付申請書

（様式第１号。次条において「申請

書」という。）を市長に提出しなけ

ればならない。  

第４条  交付対象医療機関は、支援金

の交付を受けようとするときは、令

和２年８月 31日までに我孫子市医療

機関感染症対策支援金交付申請書

（様式第１号。次条において「申請

書」という。）を市長に提出しなけ

ればならない。  

２及び３  略  ２及び３  略  

附 則  附  則  

１  略  １  略  

（失効）  （失効）  

２  この告示は、令和３年５月 31日限

り、その効力を失う。ただし、同日

までに第５条の規定により交付の決

定を受けた者に係る第７条に規定す

る交付の決定の取消し及び返還につ

いては、同日後もなおその効力を有

する。  

２  この告示は、令和３年３月 31日限

り、その効力を失う。ただし、同日

までに第５条の規定により交付の決

定を受けた者に係る第７条に規定す

る交付の決定の取消し及び返還につ

いては、同日後もなおその効力を有

する。  

 様式第１号中「○印 」を削る。  

様式第２号中  



 

 

「  

交 付 対 象 医 療 機 関 交  付  額 交 付 予 定 日 

       円 令和   年   月   日 

」を  

「  

交 付 対 象 医 療 機 関  交 付 決 定 額 

          円 

」に

改める。  

 

附 則  

（施行期日）  

１  この告示は、公示の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この告示の施行の日（以下この項において「施行日」という。）前に改正

前の第４条第１項の規定により申請をした者が施行日以後に改正後の同項

の規定により申請をしようとするときは、施行日前に申請をしたことは、同

条第２項に規定する申請の回数に含まないものとする。  


